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株 主 各 位
（証券コード 7974）

2025年6月3日
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

第85期 定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第85期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブ 
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　　当社ウェブサイト（株主・投資家向け情報）
　　https://www.nintendo.co.jp/ir/index.html
　また、当社ウェブサイトのほか、以下の東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

　　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　東京証券取引所ウェブサイトにアクセスのうえ、銘柄名（任天堂）または証券コード（7974）を入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、株主総会招集通知の情報を閲覧ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、 
お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述の「議決権行使について」の記載に従い、2025年6月26日

（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
敬　具

記
1. 日 　 　 時  2025年6月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 　 　 所  京都市勧業館「みやこめっせ」3階 第3展示場　京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
3. 目 的 事 項
    　 報 告 事 項　1. ‌�第85期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の 
連結計算書類監査結果報告の件

    　 　 　 　 　　2. ‌�第85期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 
計算書類の内容報告の件

    　 決 議 事 項　‌�第１号議案　剰余金の配当の件 
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

以　上

代表取締役社長　古川 俊太郎
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議決権行使について

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、
2025年6月26日（木曜日）
午後５時までに到着するようご返
送ください。

インターネット等による議決権行使
当社指定の議決権行使ウェブサイト

（https://www.web54.net）にアク
セスしていただき、
2025年6月26日（木曜日）
午後５時までに議案に対する賛否 
をご入力ください。
※詳細は次頁をご確認ください。

当日ご出席による議決権行使
同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。（午前9時より受付
を開始いたします。）

（1） 株主でない代理人および同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださ
いますようお願い申しあげます。

（2） 書面による議決権の行使に関して、各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成の意
思表示をされたものとしてお取扱いいたします。

（3） 書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合
は、インターネット等による議決権の行使を有効なものといたします。

（4） インターネット等により複数回にわたって議決権の行使をされた場合は、最後に行われたものを有効なものと
いたします。

1. ‌�電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の前記当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、修正内容を 
掲載させていただきます。

2. ‌�法令および定款に基づき、次に掲げる事項は書面交付請求された株主様にご送付している書面には記載しておりません。当該書面は監査報告を
作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした書類の一部であります。

　　　(1) ‌�事業報告の「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」および「株式会社の支配に 
関する基本方針」

　　　(2) 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
　　　(3) 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
3. 本株主総会の決議結果につきましては、株主総会終了後、前記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
4. ‌�株主総会当日にご出席されない株主の皆様のため、会場での質疑応答要旨を、後日前記当社ウェブサイトにて掲載する予定ですので、ご参照 

ください。
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　インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項を
ご確認ください。なお、インターネットへのアクセスに際して発生
する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

QRコードを読み取る方法（スマート行使）
議決権行使コード、パスワードを入力することなく、議決権行使を 
することができます。

1 スマートフォンで議決権行使書用紙の右下に記載の
QRコードを読み取ってください。

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いた議決権行使は1回に限り
可能です。

再行使する場合、またはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、
右記の「議決権行使コード、パスワードを入力する方法」をご確認ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード、パスワードを入力する方法

1 パソコン等から上記の議決権行使ウェブサイトにアク
セスしてください。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を
入力し、「ログイン」をクリックしてください。

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、 
新しいパスワードを設定の上、「登録」をクリックしてください。

4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に
関するお問い合わせ

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート専用ダイヤル
フリーダイヤル  0120（652）031   （受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁
的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時まで

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件

　当社は、会社の成長に必要な研究開発や設備投資等を内部留保資金でまかなうことを原則とし、将来の経営環境の変化
への対応や厳しい競争に勝ち抜くため、財務面での健全性を維持しつつ、株主の皆様への直接的な利益還元については各
期の利益水準を勘案した配当により実施することを基本方針としております。
　具体的には、「連結営業利益の33％を配当金総額の基準として発行済株式の総数（期末時点で保有する自己株式数を除
く。）で除した金額」または「連結配当性向50％を基準とした金額」（いずれも1円未満を切り上げ）の高い方を1株当たり
の年間配当金とすることとしております。
　当期の期末配当に関する事項につきましては、この基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

1  . 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金85円　総額98,961,095,640円
なお、中間配当金として1株につき35円お支払しておりますので、当期の年間配当金は1株につき120円（連結 
配当性向50.1%）となります。

2  . 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

株主総会参考書類
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）古川俊太郎、宮本茂、高橋伸也、柴田聡、塩田興、

別府裕介、Chris Meledandri、Miyoko Demayの8氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、

取締役会の実効性を高める観点から社外取締役を1名増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、 

本議案に関しましては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名等諮問委員会において候補者を審議の上、決定して

おります。また、監査等委員会はすべての候補者について適任であると判断しております。

　候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1 古
ふ る か わ

川 俊
し ゅ ん た ろ う

太郎
再任

生年月日
　1972年1月10日生
所有する当社株式の数
　14,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　12回／12回（100％）

1994年 4 月	 当社入社
2012年 5 月	 株式会社ポケモン社外取締役
2015年 7 月	 経営企画室長
2016年 6 月	 取締役（現在）
	 常務執行役員
	 経営統括本部管掌
2016年 9 月	 グローバルマーケティング室担当
2018年 6 月	 代表取締役社長（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

海外子会社や企画・管理部門における豊富な業務経験と幅広い見識を有して 
おり、取締役としての実績に基づき、2018年6月より代表取締役社長に就任 
し、経営の指揮を執っております。引き続き、取締役としての職務を適切に 
遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いするもので 
あります。

◉ 候補者とした理由
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候補者番号

2 宮
み や も と

本 　茂
しげる

再任

生年月日
　1952年11月16日生
所有する当社株式の数
　4,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　12回／12回（100％）

1977年 4 月	 当社入社
2000年 6 月	 取締役（現在）
	 情報開発本部長
2002年 5 月	 専務取締役
	 代表取締役（現在）
2015年 9 月	 フェロー（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

長年にわたり代表取締役を務めるとともに、ソフト開発の責任者そして指導者 
として、開発部門を牽引してまいりました。また、映像やテーマパーク等の 
ビジネスを指導・監督しております。引き続き、取締役としての職務を適切に 
遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いするもので 
あります。

◉ 候補者とした理由

候補者番号

3 高
た か は し

橋 伸
し ん や

也
再任

生年月日
　1963年11月9日生
所有する当社株式の数
　4,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　12回／12回（100％）

1989年 4 月	 当社入社
2013年 6 月	 取締役（現在）
	 企画開発本部長
2015年 9 月	 企画制作本部長
	 開発総務本部管掌（現在）
2018年 6 月	 専務執行役員（現在）
2023年 7 月	 企画制作本部 統括本部長（現在）
	 技術開発本部・開発推進本部管掌（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

開発部門における豊富な業務経験を有しており、ソフト開発の責任者として、 
開発力の長期的な維持・成長に努めております。引き続き、取締役としての 
職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願い 
するものであります。

◉ 候補者とした理由
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候補者番号

4 柴
し ば た

田 　聡
さとる

再任

生年月日
　1962年9月4日生
所有する当社株式の数
　4,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　12回／12回（100％）

1985年 4 月	 当社入社
2000年 6 月	 Nintendo of Europe GmbH
	 （現Nintendo of Europe SE）社長
2018年 5 月	 株式会社ポケモン社外取締役（現在）
2018年 6 月	 取締役（現在）
	 営業本部長
	 業務本部長（現在）
2022年 6 月	 常務執行役員（現在）
2023年 7 月	 営業本部 統括本部長（現在）
	 アジア・オセアニア事業本部長（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

海外マーケティングにおける豊富な業務経験を有するほか、海外子会社社長 
を歴任し、会社経営にも精通しております。引き続き、取締役としての職務を 
適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いする 
ものであります。

◉ 候補者とした理由

候補者番号

5 塩
し お た

田 　興
こ う

再任

生年月日
　1969年8月7日生
所有する当社株式の数
　4,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　12回／12回（100％）

1992年 4 月	 当社入社
2015年 9 月	 技術開発本部長（現在）
2017年 6 月	 取締役（現在）
	 上席執行役員（現在）
2023年 7 月	 製造本部管掌（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

開発部門における豊富な業務経験を有しており、ハード開発の責任者として、 
開発力の長期的な維持・成長に努めております。引き続き、取締役としての 
職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願い 
するものであります。

◉ 候補者とした理由
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候補者番号

6 別
べ っ ぷ

府 裕
ゆ う す け

介
再任

生年月日
　1963年9月8日生
所有する当社株式の数
　5,000株
第85期における
取締役会への出席状況
　10回／10回（100％）

※取締役就任後

候補者番号

7 Chris Meledandri
再任 社外

生年月日
　1959年5月15日生
所有する当社株式の数
　0株
第85期における
取締役会への出席状況
　10回／12回（83.3％）

ク リ ス ・ メ レ ダ ン ド リ

2001年 5 月	 当社入社
2009年 3 月	 Wiiの間株式会社（2012年10月任天堂ネットワーク
	 サービス株式会社に商号変更）社長
2015年 9 月	 ビジネス開発本部 副本部長
2019年 6 月	 執行役員
	 ビジネス開発本部長
2022年 7 月	 経営企画室長（現在）
2023年 6 月	 上席執行役員（現在）
2024年 6 月	 取締役（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

営業、マーケティングにおける豊富な業務経験を有するほか、当社の経営戦略
およびビジネスモデルの立案、映画事業等の外部パートナーとの協業を推進 
してきた実績を有しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行 
し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いするものであります。

◉ 候補者とした理由

1987年	 Partner of Meledandri/Gordon Co.
1991年	 President of Steel Pictures at Disney Studios
1993年	 SVP of Production of 20th Century Fox
1995年	 EVP of Fox Family Films
1998年	 President of Fox Animation
2007年	 Founder of Illumination Entertainment
	 CEO of Illumination Entertainment（現在）
2021年 6 月	 当社取締役（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

Illumination Entertainmentの創設者であり、映画プロデューサーとして 
数々の作品を制作された実績を有しております。企業経営者として、また 
エンターテインメント分野における豊富な経験と知識に基づき、当社経営に 
対して有益な助言をいただくとともに、客観的立場から適切に監督いただける
ものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

◉ 候補者とした理由および期待される役割の概要

〈 重要な兼職の状況 〉
CEO of Illumination Entertainment
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候補者番号

8 Miyoko Demay
再任 社外 独立役員

生年月日
　1967年8月17日生
所有する当社株式の数
　0株
第85期における
取締役会への出席状況
　10回／10回（100％）

※取締役就任後

1992年	 Tiffany & Co. 入社
2006年	 （同社）Vice President of Japan Division
2009年	 （同社）Vice President of International Division
2013年	 （同社）Vice President of Global Sales Operations
2021年	 President of Tiffany & Co. Japan Inc.
2023年	 Senior Executive of Luxury Strategy & 
	 Operations（現在）
2024年 6 月	 当社取締役（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

Tiffany & Co.本社においてGlobal Sales OperationsのVice Presidentを
経て、Tiffany日本法人の社長を務めた実績を有しております。企業経営者と 
して、またグローバルマーケットでのブランド戦略における豊富な経験と知識に
基づき、当社経営に対して有益な助言をいただくとともに、客観的立場から 
適切に監督いただけるものと期待し、社外取締役として選任をお願いするもの
であります。

◉ 候補者とした理由および期待される役割の概要

ミ ヨ コ ◦ デ ィ メ イ

〈 重要な兼職の状況 〉
－
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候補者番号

9
新任 社外 独立役員

生年月日
　1966年4月18日生
所有する当社株式の数
　100株

1989年 4 月	 株式会社スパチオ研究所 入社
1998年 1 月	 有限会社ペットワークス（現株式会社ペットワークス） 代表取締役
2010年 9 月	 同社 取締役（現在）
2010年10月	 東京藝術大学 美術学部 先端芸術表現科 准教授
2021年 4 月	 同大学 美術学部 先端芸術表現科 教授（現在）
2023年 4 月	 同大学 芸術情報センター長（現在）

◉ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

デジタル技術を活用した様々な作品（メディアアート）の創作、メールソフト
の開発等幅広い活動実績を有しており、東京藝術大学の要職を歴任しており
ます。美術分野における豊富な経験と知識に基づき、またソフト開発者、企業
経営者として、当社経営に対して有益な助言をいただくとともに、客観的 
立場から適切に監督いただけるものと期待し、新たに社外取締役として選任
をお願いするものであります。

◉ 候補者とした理由および期待される役割の概要

〈 重要な兼職の状況 〉
東京藝術大学 芸術情報センター長、美術学部 先端芸術表現科 教授
株式会社ペットワークス 取締役

八
は ち や

谷 和
か ず ひ こ

彦
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（注）	 1.	各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.	Chris Meledandri氏は、社外取締役候補者であります。同氏が代表を務めるIllumination Entertainmentと当社は共に、『ザ・スーパーマリオ 

ブラザーズ・ムービー』（2023年4月公開）に続き、2026年4月の公開を目指して「スーパーマリオ」の新たなアニメ映画の制作に携わっており 
ます。当該新作映画の制作において、同社と当社グループとの間では金銭の授受や知的財産権の利用許諾等を行っておらず、Chris Meledandri氏 
が当社の意向に影響を受ける取引関係および当社が同氏の意向に影響を受ける取引関係はありません。

	 一方、当社において、「任天堂IPに触れる人口の拡大」という基本戦略の下、映像ビジネスは一層重要な位置づけとなり、当該分野において豊富
な知見を有する同氏およびIllumination Entertainmentとの関係についても重要性が高まる可能性があります。そのため、本総会において 
同氏の再任が承認された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の届出を行わない予定です。同氏の企業経営者としての 
視点やエンターテインメント分野における経験と知識は、当社に有益な効果をもたらしており、引き続き社外取締役として期待する役割を
担っていただけるものと考えております。

3.	Miyoko Demay氏は、社外取締役候補者であり、同氏の兼職先と当社との間で取引等の関係はなく、株式会社東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届出を行っております。

4.	八谷和彦氏は、社外取締役候補者であり、同氏の兼職先と当社との間で取引等の関係はなく、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立 
役員として届出を行う予定であります。

5.	Chris Meledandri氏 お よ びMiyoko Demay氏 は、現 在 当 社 の 社 外 取 締 役 で あり、各 氏 の 在 任 期 間 は、本 総 会 終 結 の 時 を もって 
Chris Meledandri氏が4年、Miyoko Demay氏が1年となります。

6.	当社は、Chris Meledandri氏およびMiyoko Demay氏との間で、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条
第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しており、本総会において各氏の再任が承認された場合、同契約を継続する 
予定であります。また、八谷和彦氏が社外取締役に選任され就任した場合、当社は同氏との間で上記と同内容の契約を締結する予定であります。

7.	当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である当社役員等がその職務の 
執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することと
しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、2025年6月27日に当該保険契約を更新する予定 
であります。
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取締役 当社事業に
対する理解 企業経営 ソフト制作

IP創出
ハード開発
技術研究

営業
マーケティング

グローバル
ビジネス

財務会計
税務

法務
コンプライアンス

経営リスクの
管理

代表取締役社長
古川 俊太郎 ● ● ● ●

代表取締役 フェロー
宮本 　茂 ● ● ●

取締役 専務執行役員
高橋 伸也 ● ● ●

取締役 常務執行役員
柴田 　聡 ● ● ● ●

取締役 上席執行役員
塩田 　興 ● ● ●

取締役 上席執行役員
別府 裕介 ● ● ●

社外取締役
Chris Meledandri ● ● ●

社外取締役
Miyoko Demay ● ● ●

社外取締役
八谷 和彦 ● ● ●

取締役（監査等委員）
吉村 卓哉 ● ● ●

社外取締役（監査等委員）
梅山 克啓 ● ●

社外取締役（監査等委員）
新川 　麻 ● ●

社外取締役（監査等委員）
大澤 栄子 ● ●

社外取締役（監査等委員）
明石 敬子 ● ●

【ご参考】取締役のスキルマトリックス
　当社取締役会における各取締役の主な専門性・経験は以下のとおりです。（2025年6月27日定時株主総会終結時予定）

以　上
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1  . 企業集団の現況に関する事項

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（1） 事業の経過およびその成果
　当期のNintendo Switchビジネスは『スーパー マリオ 
パーティ ジャンボリー』が748万本、『ゼルダの伝説 知恵
のかりもの』が409万本、『ペーパーマリオRPG』が210 
万本の販売となるなど、新作タイトルが順調に販売を 
伸ばしました。また、『マリオカート8 デラックス』が623
万本（累計販売本数6,820万本）の販売を記録するなど、
前期以前に発売したタイトルも安定した販売状況が続い
ています。これらの結果、当期のミリオンセラータイトル
はソフトメーカー様のタイトルも含めて24タイトルと
なり、ハードウェアの販売台数は1,080万台（前期比
31.2％減）、ソフトウェアの販売本数は1億5,541万本

（前期比22.2％減）となりました。
　前期は『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』 

（2023年5月発売）や『Super Mario Bros. Wonder』 
（2023年10月発売）がハードウェア、ソフトウェアの 
販売を大きく牽引していたこともあり、比較すると当期 
の販売数量は減少しましたが、発売から9年目を迎えた 

プラットフォームとして堅調な販売状況となりました。
　ゲーム専用機におけるデジタルビジネスでは、主に 
Nintendo Switchのパッケージ併売ダウンロードソフト 
の売上が減少したことにより、デジタル売上高は3,260
億円（前期比26.5％減）となりました。
　モバイル・IP関連収入等について、当期は『ザ・スーパー
マリオブラザーズ・ムービー』（2023年4月公開）による
映画関連の売上が減少したことにより、売上高は676億
円（前期比27.0%減）となりました。
　これらの状況により、売上高は1兆1,649億円（前期比
30.3%減、うち、海外売上高8,900億円、海外売上高比率
76.4%）、営業利益は2,825億円（前期比46.6%減）となり
ました。また、受取利息が561億円発生したことなどに 
より経常利益は3,723億円（前期比45.3%減）、親会社 
株主に帰属する当期純利益は2,788億円（前期比43.2%
減）となりました。

（2） 資金調達および設備投資の状況
　当期におきましては、グループ各社とも増資等の外部から
の重要な資金調達は行っておりません。また、当社グループ

全体で392億75百万円の設備投資を実施いたしました。
そのうち主なものは、研究開発設備であります。



14

（3） 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く市場環境においては、世界中の
人々の娯楽に対するニーズが高まる中で、技術の進歩ととも
に娯楽の多様化が進むだけでなく、ゲーム産業への参入企業
が増加してきており、競争が一段と厳しさを増しております。
　このような環境変化の中で、当社グループは、娯楽を通
じて人々を笑顔にする会社として、どなたにでも直感的に
楽しんでいただける「任天堂独自の遊び」を提供すること
を目指しております。この独自の娯楽体験を実現するため
に、ハード・ソフト一体型のゲーム専用機ビジネスを経営
の中核に置き、年齢・性別・過去のゲーム経験にかかわら
ず、お客様が圧倒的に面白いと感じる遊びを体験できて、
かつ一目でその面白さが伝わる独創的な商品やサービス
の提案に挑戦し続けております。
　そして、ゲーム専用機ビジネスを持続的に活性化させる
ために、「任天堂IPに触れる人口の拡大」を基本戦略として
掲げております。この基本戦略のもと、当社ゲームで楽し
んでいただく中で、お客様のさまざまな思い出とともに育
まれ、成長してきたキャラクターたちを、映像コンテンツ、
モバイル、テーマパーク、マーチャンダイズなど、幅広い分
野へ展開し続けております。これらの活動を通じて、お客
様との接点を新たに生み出し、世界中の多くの方に任天堂
IPへの愛着を深めていただくとともに、当社のゲーム専用
機ビジネスにも興味をもっていただけるように努めてま
いります。
　また、ニンテンドーアカウントを通じて、「ハード・ソフ
ト一体型の遊び」を中心としたさまざまな娯楽体験がプ
ラットフォームの世代を超えてつながる仕組みを構築し、

お客様一人ひとりと長く良好な関係を保ち続けることに
取り組んでおります。
　以上の経営戦略に基づき、具体的には次のような施策を
行ってまいります。
　当社グループは、2025年6月5日に新たなビデオ 
ゲーム機であるNintendo Switch 2 を発売予定です。 
世界中の多くのお客様に受け入れていただいたNintendo  
Switchの後継機種として、その普及基盤を引き継ぎ、 
さらに多くのお客様に楽しんでいただけるよう注力して
まいります。Nintendo Switch 2 は、大きくてなめらかに
なった画面にマグネット式の新しいJoy-Conを備え、 
パワフルな処理速度やグラフィック性能で、これまでに 
ない新しい遊びや表現が可能になります。ソフトウェア 
では、本体の発売と同時に『マリオカート ワールド』、

『Nintendo Switch 2 のひみつ展』に加え、Nintendo 
Switchで発売したタイトルに新たな要素が追加された

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo 
Switch 2 Edition』、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ 
ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition』を発売予定
です。さらに、ソフトメーカー様からもバラエティ豊かな
タイトルが発売される予定です。Nintendo Switch 2  
ならではの魅力をお伝えし、新規タイトルを継続的に投入
することで、ハードウェア・ソフトウェアの販売拡大に 
努め、プラットフォームの活性化を目指してまいります。
なお、Nintendo Switch 2 は専用のソフトに加えて、
Nintendo Switchソフトも遊んでいただけます。
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　Nintendo Switchについては、『Pokémon LEGENDS 
Z-A』を2025年秋に、『メトロイドプライム4 ビヨンド』を
2025年に発売予定です。また、ソフトメーカー様からも
引き続き多数のタイトルの発売が予定されております。
Nintendo Switchは世界中の多くのお客様に遊んでいた
だいていますので、発売済みのタイトルに加えて新規タイ
トルなどを投入することで、稼働の維持を目指してまいり
ます。

　当社グループはこれからも「娯楽は他と違うからこそ 
価値がある」という「独創」の精神を大切にし、時代に合わ
せて自らを柔軟に変化させながら、当社グループの強みを
活かしたユニークな娯楽を提案することによって持続的
な成長と企業価値の向上を目指してまいります。
　これらの取り組みのもと、引き続き社業の発展に邁進
する所存でございますので、株主の皆様におかれまして
は、今後ともご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあ
げます。
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(4) 財産および損益の状況の推移
(単位：百万円)

区　分 第82期
2022年3月期

第83期
2023年3月期

第84期
2024年3月期

第85期
2025年3月期

（当連結会計年度）

売上高 1,695,344 1,601,677 1,671,865 1,164,922
営業利益 592,760 504,375 528,941 282,553
経常利益 670,813 601,070 680,497 372,316
親会社株主に帰属する当期純利益 477,691 432,768 490,602 278,806
1株当たり当期純利益 404円67銭 371円41銭 421円39銭 239円47銭
総資産 2,662,384 2,854,284 3,151,394 3,398,515
純資産 2,069,310 2,266,466 2,604,998 2,725,446
自己資本比率 77.7% 79.4% 82.6% 80.2%
1株当たり純資産額 1,763円56銭 1,946円55銭 2,236円45銭 2,339円99銭

（注）1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
　　2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
　　3. ‌�当社は2022年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施いたしました。2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定

して、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算出しております。

(5) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容
任天堂販売株式会社 300百万円 100％ ゲーム専用機の販売
Nintendo of America Inc. 110百万米ドル 100％ ゲーム専用機の販売
Nintendo of Europe SE 30百万ユーロ 100％ ゲーム専用機の販売

（注）当期において、Nintendo of Europe SEは、Nintendo of Europe AGから法人形態および商号を変更いたしました。
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(6) 主要な事業内容
　当社グループは、主にゲーム専用機（ハードウェア・ソフトウェア）の開発、製造および販売を行っております。また、 
映像コンテンツやモバイルアプリなどのIPを活用したビジネスも展開しております。主な製品は次のとおりであります。
○Nintendo Switch、amiibo
○キャラクターグッズ、トランプ

(7) 主要な拠点
　当　社：本社（京都）、東京支店、宇治工場（京都）
　子会社：任天堂販売株式会社（東京）、Nintendo of America Inc.（アメリカ）、Nintendo of Europe SE（ドイツ）

(8) 従業員の状況

従業員数 前期末比増減
8,205名 481名増
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2  . 会社の株式に関する事項

（1） 発行可能株式総数	 4,000,000,000株

（2） 発行済株式の総数	 1,298,690,000株（自己株式134,441,816株を含む。）

（3） 株主数	 197,110名

（4） 大株主

株　主　名 持株数（百株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,940,886 16.67
㈱日本カストディ銀行（信託口） 649,864 5.58
㈱京都銀行 488,020 4.19
ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　380815 432,446 3.71
野村信託銀行㈱（退職給付信託三菱UFJ銀行口） 421,090 3.62
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　505001 352,821 3.03
ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　385632 268,955 2.31
ステート　ストリート　バンク　ウェスト　クライアント　トリーティー　505234 238,263 2.05
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS 233,137 2.00
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　505103 188,385 1.62

（注）1. 当社の自己株式は、上表から除外しております。
　　2. 持株比率は当社の自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
 株式数（株） 交付された役員の数（名）

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） 7,000 ６
（注）当社の株式報酬の内容につきましては「3. 会社役員に関する事項」の「(4)当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載しております。



19

3  . 会社役員に関する事項

地　位 氏　名 担　当 重要な兼職の状況
代表取締役社長 古　川　俊太郎   
代 表 取 締 役 宮 本 　 茂 フェロー  
取 締 役
専 務 執 行 役 員

高 橋 伸 也 企画制作本部統括本部長
技術開発本部・開発推進
本部・開発総務本部管掌

 

取 締 役
常 務 執 行 役 員

柴 田 　 聡 営業本部統括本部長
アジア・オセアニア事業本部長
業務本部長

 

取 締 役
上 席 執 行 役 員

塩 田 　 興 技術開発本部長
製造本部管掌  

取 締 役
上 席 執 行 役 員

別 府 裕 介 経営企画室長

取 締 役 Chris Meledandri  CEO of Illumination Entertainment
取 締 役 Miyoko Demay
取 締 役

（常勤監査等委員）
吉 村 卓 哉   

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

梅 山 克 啓
 

梅山公認会計士事務所 代表
梅山税理士法人 代表社員
株式会社クラウディアホールディングス 社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

新 川 　 麻 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
東京電力ホールディングス株式会社 社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

大 澤 栄 子
 

大澤公認会計士事務所 代表
エクシオグループ株式会社 社外監査役
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 監督役員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

明 石 敬 子  愛眼株式会社 社外監査役

（注）1.�取締役 Chris Meledandri氏およびMiyoko Demay氏ならびに取締役（監査等委員）梅山克啓氏、新川麻氏、大澤栄子氏および明石敬子氏は社外取締役で 
あり、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

　　2.‌�取締役（監査等委員）梅山克啓氏および大澤栄子氏は、公認会計士および税理士として企業会計・税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の 
知見を有しております。

　　   取締役（監査等委員）明石敬子氏は、税理士としての経験から企業税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
　　3.‌�取締役 Chris Meledandri氏ならびに取締役（監査等委員）梅山克啓氏、新川麻氏、大澤栄子氏および明石敬子氏が兼職している上記の法人等と当社 

との間には特別の関係はありません。
　　4.‌�取締役、執行役員および使用人等からの情報収集および内部監査室との十分な連携を通じて、監査等委員会による監査・監督機能の強化を図るため、 

吉村卓哉氏を常勤の監査等委員として選定しております。
　　5.‌�2024年6月27日開催の第84期定時株主総会において、新たに別府裕介氏およびMiyoko Demay氏が取締役に、大澤栄子氏および明石敬子氏が 

取締役（監査等委員）にそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、同総会終結の時をもって、山嵜正雄氏は取締役（監査等委員）を任期満了により 
退任いたしました。

(1) 取締役の氏名等



20

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役Chris Meledandri氏、Miyoko Demay氏、梅山克啓氏、新川麻氏、大澤栄子氏および明石敬子氏
との間で、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定め
る額に限定する契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者
は、当社の取締役、執行役員および当社子会社の役員であり、保険期間中に被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこ
とまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償請求金および争訟費用等を、当該保
険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等一定の免責
事由があります。なお、保険料は全額当社が負担いたします。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を以下のとおり定めております。
決定方針につきましては、任意の指名等諮問委員会にて審議の上、取締役会にて決議しております。

　当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締
役ごとの報酬限度額の範囲内で決定いたします。
　なお、報酬水準等については外部調査機関の報酬調査を参考にするほか、報酬に関する事項については、社外取締役
を主要な構成員とする任意の指名等諮問委員会において事前に審議し、取締役会に答申する体制としております。

1．監査等委員でない取締役の報酬
　監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および長期インセンティ
ブとしての株式報酬によって構成しております。ただし、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず経営に対して監督・ 
助言する立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成しております。
　固定報酬、業績連動報酬および株式報酬の比率は特段定めておりません。

ⅰ）固定報酬
　固定報酬は、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が各取締役の役職・業務執行の有無等の役割に応じて個
人別の報酬額を決定し、毎月同額を支給いたします。
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ⅱ）業績連動報酬
　業績連動報酬は、連結営業利益を指標とし、取締役会にて決定する限度額の範囲内で、各取締役の役職に応じたポ
イントをもとに事前に取締役会が定めた算式により算出した額を、毎年一定の時期に支給いたします。
　さらに、支給対象年度を含む直近3事業年度の連結営業利益平均値および支給対象年度の連結営業利益のいずれ
もが、事前に取締役会で定めた金額を超過する場合には、追加の業績連動報酬を支給するものといたします。なお、
追加支給する金額については、事前に取締役会で定めた算式により算出した額といたします。

ⅲ）株式報酬
　株式報酬は譲渡制限付株式とし、取締役会にて各取締役の役職に応じた個人別の割当株式数を決定し、毎年一定
の時期に支給いたします。譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも
退任した場合に解除いたします。

2．監査等委員である取締役の報酬
　監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を行う立場にあることを考慮し
て固定報酬のみで構成しております。個人別の報酬額は、監査等委員の協議により決定し、毎月同額を支給いたします。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、ⅰ）固定報酬と業績連動報酬を合わせた金銭報酬、ⅱ）株式報酬に区分し
て、以下のとおり株主総会において決議いただいております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与含む）は含
まれておりません。

ⅰ）金銭報酬：
　年額18億円以内
　うち固定報酬は年額5億円以内（うち社外取締役1億円以内）

　2024年6月27日開催の第84期定時株主総会において決議いただいております。当該定時株主総会終結時点
の取締役（監査等委員を除く）の員数は8名（うち社外取締役2名）であります。
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ⅱ）株式報酬：
　譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額として年額1億円以内、当該金銭債権の全部を現物出資財
産として払込み、発行または処分を受ける当社の普通株式の上限は年10,000株以内
	 （注）‌�当社は2022年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施いたしました。年間上限株式数は株式分割による調整後の株

式数を記載しております。

　2022年6月29日開催の第82期定時株主総会において決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締
役（監査等委員を除く）の員数は6名（うち社外取締役1名）であります。

　取締役（監査等委員）の報酬限度額は2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額1億円以内と決議
いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は4名であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　当社においては、各取締役の職責に係る評価を俯瞰的に行うには代表取締役社長が最も適していると判断したた
め、代表取締役社長 古川俊太郎に対して、取締役（監査等委員を除く）に対する固定報酬の個人別の報酬額の決定を委
任しております。当該報酬額の決定に際しては、任意の指名等諮問委員会において事前に審議を行っております。

④ 取締役の報酬等の額

役 員 区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬 譲渡制限付
株式報酬

取 締 役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

892
（20）

215
（20）

621
（—）

55
（—）

8
（2）

取 締 役
（監査等委員）
（うち社外取締役）

68
（36）

68
（36） — — 6

（5）

（注）1. ‌�当事業年度の取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容は、任意の指名等諮問委員会で審議の上、取締役会にて決議された決定方針
に則り、固定報酬については代表取締役社長が各取締役の役職・業務執行の有無等の役割に応じて決定した額を、業績連動報酬については取締
役会が定めた算式により算出した額を支給しておりますので、当社取締役会は、決定方針に沿うものと判断しております。

　　2. ‌�業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を指標としており、連結営業利益に0.3%を乗じた金額を、取締役会で決定
した各取締役の役職に応じたポイントで按分して算出しております。なお、当事業年度を含む連結営業利益の推移は「1．企業集団の現況に関する
事項（4）財産および損益の状況の推移」に記載のとおりです。

　　3. ‌�譲渡制限付株式報酬の交付の状況は、「2．会社の株式に関する事項（5）当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の
状況」に記載のとおりです。なお、譲渡制限付株式報酬の金額は当事業年度に費用計上した金額です。

　　4. ‌�取締役（監査等委員および社外取締役を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与含む）は含まれておりません。
　　5. ‌�取締役（監査等委員）の報酬等の額および対象となる役員の員数には、2024年6月27日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって退任した

取締役（監査等委員）1名を含んでおります。
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(5) 社外役員の主な活動状況

区　分 氏　名 主な活動状況（果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要を含む。）

取 締 役 Chris Meledandri

当期開催の取締役会12回のうち10回に出席し、必要に応じ、主に企業経
営者として、またエンターテインメント分野における豊富な経験と知識
に基づき発言を行う等、当社経営に対して有益な助言を行っておりま
す。当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、客観
的立場から当社を監督するという役割を適切に果たしております。

取 締 役 Miyoko Demay

2024年6月27日就任後に開催された取締役会10回すべてに出席し、必
要に応じ、主に企業経営者として、またグローバルマーケットでのブラ
ンド戦略における豊富な経験と知識に基づき発言を行う等、当社経営に
対して有益な助言を行っております。当社取締役会の意思決定における
適正性を確保するとともに、客観的立場から当社を監督するという役割
を適切に果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 梅 山 克 啓

当期開催の取締役会12回すべてに、また、監査等委員会13回すべてに出
席し、必要に応じ、主に公認会計士・税理士としての専門的見地から発言
を行っております。その豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かし、
当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監
査・監督体制を充実させるという役割を適切に果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 新 川 　 麻

当期開催の取締役会12回すべてに、また、監査等委員会13回すべてに出
席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行ってお
ります。その豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かし、当社取締役
会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体
制を充実させるという役割を適切に果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 大 澤 栄 子

2024年6月27日就任後に開催された取締役会10回すべてに、また、監
査等委員会10回すべてに出席し、必要に応じ、主に公認会計士・税理士と
しての専門的見地から発言を行っております。その豊富な経験と幅広い
見識を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確
保するとともに、当社の監査・監督体制を充実させるという役割を適切
に果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 明 石 敬 子

2024年6月27日就任後に開催された取締役会10回すべてに、また、監
査等委員会10回すべてに出席し、必要に応じ、主に税理士としての経験
に基づく専門的見地から発言を行っております。その豊富な経験と幅広
い見識を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を
確保するとともに、当社の監査・監督体制を充実させるという役割を適
切に果たしております。

（注）上記のほか、取締役（監査等委員）梅山克啓氏、新川麻氏、大澤栄子氏および明石敬子氏は任意の指名等諮問委員会に委員として出席しております。
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4  . 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称
　PwC Japan有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

区　分 対　象 金額（百万円）
当社の当期に係る会計監査人の報酬等の額 PwC Japan有限責任監査法人 101

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 PwC Japan有限責任監査法人 120

（注）1. ‌�当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬を明確に区分しておらず、実質的にも区分
できないため、当社の当期に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　2. ‌�当社の主な海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けて
おります。

(3) 監査等委員会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由
　監査等委員会は、会計監査人から必要な資料の提出や報告を受けた上で、監査計画の内容および報酬見積額の算定根
拠、従前の監査内容および監査報酬額との比較等について確認し、検討した結果、会計監査人の当期の報酬等について適
切であると判断し、同意いたしました。

(4) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の
同意に基づき会計監査人を解任いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性
をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任また
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　本事業報告中に記載の金額、株数につきましては表示単位未満を切り捨て、比率その他につきましては表示単位未満を四捨五入
しております。
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連結計算書類（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

科　目 金　額

資 産 の 部
流動資産 2,752,352

現金及び預金 1,586,275
受取手形及び売掛金 65,180
有価証券 471,915
棚卸資産 486,428
その他 142,603
貸倒引当金 △52

固定資産 646,162
有形固定資産 112,612

建物及び構築物 53,360
工具、器具及び備品 10,599
機械装置及び運搬具 1,807
土地 43,517
建設仮勘定 3,326

無形固定資産 23,362
ソフトウェア 11,393
その他 11,969

投資その他の資産 510,188
投資有価証券 369,373
退職給付に係る資産 13,117
繰延税金資産 80,929
その他 46,767

資産合計 3,398,515

科　目 金　額

負 債 の 部
流動負債 597,646

支払手形及び買掛金 201,091
賞与引当金 4,485
未払法人税等 34,726
その他 357,342

固定負債 75,422
取締役報酬引当金 4
退職給付に係る負債 28,821
その他 46,596

負債合計 673,068

純 資 産 の 部
株主資本 2,486,746

資本金 10,065
資本剰余金 15,186
利益剰余金 2,732,509
自己株式 △271,015

その他の包括利益累計額 237,581
その他有価証券評価差額金 67,469
為替換算調整勘定 170,112

非支配株主持分 1,119
純資産合計 2,725,446
負債純資産合計 3,398,515

連結貸借対照表 （2025年３月31日現在） （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科　目 金　額

売上高 1,164,922
売上原価 454,754

売上総利益 710,168
販売費及び一般管理費 427,614

営業利益 282,553
営業外収益

受取利息 56,176
持分法による投資利益 35,125
その他 7,091 98,392

営業外費用
為替差損 7,913
その他 716 8,630

経常利益 372,316
特別利益

固定資産売却益 6
投資有価証券売却益 72 78

特別損失
固定資産処分損 63 63

税金等調整前当期純利益 372,331
法人税、住民税及び事業税 84,403
法人税等調整額 9,075 93,478

当期純利益 278,852
非支配株主に帰属する当期純利益 46

親会社株主に帰属する当期純利益 278,806

連結損益計算書 （2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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計算書類（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

科　目 金　額

資 産 の 部
流動資産 1,789,697

現金及び預金 1,016,232
受取手形及び売掛金 232,553
有価証券 203,473
棚卸資産 174,034
未収入金 147,854
その他 15,548
貸倒引当金 △0

固定資産 396,833
有形固定資産 75,334

建物 29,826
工具、器具及び備品 5,978
土地 35,973
建設仮勘定 1,816
その他 1,740

無形固定資産 10,314
ソフトウェア 8,960
その他 1,354

投資その他の資産 311,184
投資有価証券 142,763
関係会社株式 62,918
繰延税金資産 90,911
その他 14,591

資産合計 2,186,531

科　目 金　額

負 債 の 部
流動負債 387,530

支払手形及び買掛金 193,788
前受金 78,787
未払金 30,642
未払法人税等 30,628
賞与引当金 3,653
その他 50,029

固定負債 9,872
長期未払法人税 67
取締役報酬引当金 4
退職給付引当金 7,986
その他 1,815

負債合計 397,403

純 資 産 の 部
株主資本 1,719,846

資本金 10,065
資本剰余金 11,729

資本準備金 11,584
その他資本剰余金 144

利益剰余金 1,969,067
利益準備金 2,516
その他利益剰余金 1,966,551

固定資産圧縮積立金 19
別途積立金 860,000
繰越利益剰余金 1,106,531

自己株式 △271,015
評価・換算差額等 69,281

その他有価証券評価差額金 69,281
純資産合計 1,789,128
負債純資産合計 2,186,531

貸借対照表 （2025年3月31日現在） （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科　目 金　額

売上高 999,009
売上原価 576,449

売上総利益 422,559
販売費及び一般管理費 238,720

営業利益 183,839
営業外収益

受取利息 19,652

受取配当金 54,613

その他 9,661 83,927

営業外費用

為替差損 3,794

その他 208 4,003

経常利益 263,763
特別利益

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 72

移転価格税制調整金 22,679 22,753

特別損失

固定資産処分損 33 33

税引前当期純利益 286,484
法人税、住民税及び事業税 63,732

法人税等調整額 △3,066 60,665
当期純利益 225,818

損益計算書 （2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年5月13日

任天堂株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
京都事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵　　　  圭 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浦　 上　 卓　 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西　 村　 祐　 介

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、任天堂株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結 
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、任天堂 
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に 
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当 
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理 
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること 
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載 
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と 
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような 
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること 
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が 
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が 
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することに 
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に 
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての 
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案 

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠 
を入手する。

・　　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び 
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、 
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか 
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人 
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年5月13日

任天堂株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
京都事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵　　　  圭 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浦　 上　 卓　 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西　 村　 祐　 介

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、任天堂株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日まで 
の第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属 
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算 
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当 
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見 
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載 
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と 
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要 
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示 
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が 
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。 
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を 
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての 
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案 

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠 
を入手する。

・　　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の 
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、 
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を 
適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人 
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第85期事業年度における取締役の職務の執行
を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び
に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を
実施いたしました。

①	 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統
制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②	 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号の基本方針等については、取締役会その他におけ
る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③	 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

①	 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②	 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③	 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④	 事業報告に記載されている会社の財務及び株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項
は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
2025年5月16日

任天堂株式会社　監査等委員会
常勤監査等委員 吉村　卓哉㊞
監 査 等 委 員 梅山　克啓㊞
監 査 等 委 員 新川　　麻 ㊞
監 査 等 委 員 大澤　栄子㊞
監 査 等 委 員 明石　敬子㊞

（注）�監査等委員 梅山克啓、新川麻、大澤栄子及び明石敬子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定
する社外取締役であります。

以 上
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交通のご案内

■京都市営地下鉄東西線
　「東山駅」出口１・２番より徒歩約８分
■市バス
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　下車

専用の駐車場の用意がございま
せんので、お車でのご来場はご 
遠慮ください。
株主総会にご出席の株主様への 
お土産の配布はございません。
会場内の安全管理上、ご来場時 
に手荷物検査を実施させていた
だく場合があります。

https://www.nintendo.com/jp/
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